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Ⅰ． はじめに 

 

1. 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る設計及び工事計画（変更）認可

申請書の概要 

1.1 概要 

1.2 設計及び工事の計画における適用条文の整理について 

1.3 設計及び工事の計画における添付書類の整理について 

1.4 設計及び工事計画（変更）認可申請書の記載概要について 

1.5 設計及び工事計画（変更）認可申請にかかる技術基準則への適合性について 

 

2. 入力津波の評価 

2.1 潮位観測記録の考え方について 

2.2 港湾内の局所的な海面の励起について 

2.3 管路解析のモデルについて 

2.4 入力津波の不確かさの考慮について 

2.5 遡上解析のモデルについて 

 

3. 漂流物に関する考慮事項 

3.1 漂流物による影響確認について 

 

4. 設計における考慮事項 

4.1 加振試験の条件について 

4.2 津波監視設備の設備構成及び電源構成について 

 

5. 浸水防護施設に関する補足資料 

5.1 潮位観測システム（防護用）の設計に関する補足資料 

 

※ 本資料における、    については、商業機密等を含むため公開できません。 

 

 



I． はじめに 
  本補足説明資料は、以下の説明書についての内容を補足するものである。 
  本補足説明資料と添付資料との関連を第１表に示す。 
 
【高浜１，２号機の添付資料】 

・ 資料２「耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に

関する説明を含む。）」のうち資料２－２「津波への配慮に関する説明書」 
・ 資料１３「耐震性に関する説明書」のうち浸水防護施設に関する計算書 

 
【高浜３，４号機の添付資料】 

・ 資料２「耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書（自然現象への配慮に

関する説明を含む。）」のうち資料２－２「津波への配慮に関する説明書」 
・ 資料５「耐震性に関する説明書」のうち浸水防護施設に関する計算書 
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第１表 補足説明資料と添付資料との関連 
工事計画に係る補足説明資料 該当添付資料 
1. 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る設計及び工事計画（変更）認可申請書の概要 

 1.1 概要 

－ 

1.2 設計及び工事の計画における適用条文の整理について 

1.3 設計及び工事の計画における添付書類の整理について 

1.4 設計及び工事計画（変更）認可申請書の記載概要について 

1.5 設計及び工事計画（変更）認可申請にかかる技術基準則への

適合性について 

2. 入力津波の評価 
 2.1  潮位観測記録の考え方について 

資料２－２－３ 入力津波の設定 
資料２－２－４ 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 
資料２－２－５ 津波防護に関する施設の設計方針 

2.2 港湾内の局所的な海面の励起について 

2.3 管路解析のモデルについて 

2.4 入力津波の不確かさの考慮について 

2.5 遡上解析のモデルについて 

3. 漂流物に関する考慮事項 
 3.1 漂流物による影響確認について 資料２－２－４ 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 
4. 設計における考慮事項 

 4.1 加振試験の条件について 資料５－４   潮位観測システム（防護用）の耐震計算書 
4.2 津波監視設備の設備構成及び電源構成について 資料２－２－１ 耐津波設計の基本方針 

5. 浸水防護施設に関する補足資料 

 5.1 潮位観測システム（防護用）の設計に関する補足資料 資料２－２－５ 津波防護に関する施設の設計方針 
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4.1 加振試験の条件について 

 4.1.1 概要 

本資料は、潮位観測システム（防護用）である潮位計及び衛星電話（津波防護用）

について、加振試験により電気的機能の機能維持を確認する場合の試験条件につ

いて説明するものである。 

 

 4.1.2 加振条件の設定 

   (1)潮位計のうち潮位検出器 

加振試験では、まず、掃引試験により固有振動数を確認する。その後、固有振動

数を基準に正弦波で加振する。 

正弦波による加振においては、設備の取付位置での応答加速度以上となるよう加

振試験の加速度を設定する。 

加振試験においては水平方向、鉛直方向の 2軸同時加振を実施する。 

 

   (2)潮位計のうち監視モニタ 

模擬地震波による加振試験では、基準地震動 Ss-１から Ss-7 を包絡する地震力

での加振試験を行い、機能が維持されることを確認する。 

加振試験においては水平方向、鉛直方向の 2軸同時加振を実施する。 

 

(3) 衛星電話（津波防護用）のうち衛星電話機（津波防護用） 

  模擬地震波による加振試験では、基準地震動 Ss-１から Ss-7 を包絡する地震力 

での加振試験を行い、機能が維持されることを確認する。 

  加振試験においては水平方向、鉛直方向の 2軸同時加振を実施する。 

 

(4) 衛星電話（津波防護用）のうち中央制御室用衛星設備収容架（津波防護用） 

  模擬地震波による加振試験では、基準地震動 Ss-１から Ss-7 を包絡する地震力 

での加振試験を行い、機能が維持されることを確認する。 

  加振試験においては水平方向、鉛直方向の 2軸同時加振を実施する。 

 

(5) 衛星電話（津波防護用）のうち中央制御室用衛星電話用アンテナ（津波防護用） 

模擬地震波による加振試験では、基準地震動 Ss-１から Ss-7 を包絡する地震力 

での加振試験を行い、機能が維持されることを確認する。 

  加振試験においては水平方向、鉛直方向の 2軸同時加振を実施する。 
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 4.1.3 判断基準の設定 

潮位観測システム（防護用）に係る器具等のように電気的機能維持が要求される

電気計装設備の機能維持については、原則として地震時の応答加速度が各々の器

具等に対する振動試験により得られた加速度以下であること、または器具等が取

り付けされた盤等の解析により、器具の取り付けられた位置での応答加速度が振

動試験により得られた加速度以下であることを確認する。 
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 4.1.4 加振試験の詳細 

  （１）潮位計 

   a.加振条件  

 

第 4－1－1表 潮位検出器の加振条件 

試験体（設置箇所） 振動波形 方向 加速度 

潮位検出器 

（１号機海水ポンプ室及

び２号機海水ポンプ室） 

正弦波 水平、鉛直 
水平 10.81G 

鉛直 10.88G 

潮位検出器 

（３，４号機 

海水ポンプ室） 

正弦波 水平、鉛直 
水平 8.40G 

鉛直 3.81G 

 

第 4－1－2表 監視モニタの加振条件 

試験体 振動波形 方向 加速度 

監視モニタ 

（１号及び２号機中央

制御室） 

時刻暦波 水平、鉛直 
水平 2.64G 

鉛直 1.16G 

監視モニタ 

（３号及び４号機中央

制御室） 

時刻暦波 水平、鉛直 
水平 2.61G 

鉛直 1.16G 

 

第 4－1－3表 衛星電話機（津波防護用）の加振条件 

試験体 振動波形 方向 加速度 

衛星電話機 

（津波防護用） 
時刻暦波 水平、鉛直 

水平 3.09G 

鉛直 1.89G 

 

第 4－1－4表 中央制御室用衛星設備収容架（津波防護用）の加振条件 

試験体 振動波形 方向 加速度 

中央制御室用衛星設備

収容架（津波防護用） 
時刻暦波 水平、鉛直 

水平 2.05G 

鉛直 0.99G 
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第 4－1－5表 中央制御室用衛星電話用アンテナ（津波防護用）の加振条件 

試験体 振動波形 方向 加速度 

中央制御室用衛星電話用

アンテナ（津波防護用） 
時刻暦波 水平、鉛直 

水平 4.80G 

鉛直 1.71G 

b.加振試験の評価方法と判定基準 

 

第 4－1－6表 潮位検出器の加振試験の判定基準 

部  材 評価・確認方法 判定基準 

潮位検出器 
加振試験後において、外観点検

及び入出力試験を実施する。 

・変形や割れ、破損がないこと。 

・計器精度以内に調整可能なこ 

と。 

 

第 4－1－7表 監視モニタの加振条件 

部  材 評価・確認方法 判定基準 

監視モニタ 
加振試験後、外観及び動作、

画像の状態確認を実施する。 

外観及び動作、画像の状態に異

常がないこと。 

 

第 4－1－8表 衛星電話機（津波防護用）の加振条件 

部  材 評価・確認方法 判定基準 

衛星電話機 

（津波防護用） 

加振試験後に電気的機能が維

持されていることを通信試験

により確認する。 

通信に異常がないこと。 

 

第 4－1－9表 中央制御室用衛星設備収容架（津波防護用）の加振条件 

部  材 評価・確認方法 判定基準 

中央制御室用衛星設備

収容架（津波防護用） 

加振試験後に電気的機能が維

持されていることを通信試験

により確認する。 

衛星電話機により通信に異常

がないこと。 
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第 4－1－10 表 中央制御室用衛星電話用アンテナ（津波防護用）の加振条件 

部  材 評価・確認方法 判定基準 

中央制御室用衛星電話用

アンテナ（津波防護用） 

加振試験後に電気的機能が

維持されていることを通信

試験により確認する。 

衛星電話機により通信に異常

がないこと。 
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4.2 潮位観測システム（防護用）の設備構成及び電源構成について 
   本資料は、潮位観測システム（防護用）の中央制御室での監視機能及

び非常用所内電源からの給電を説明するものである。 
   潮位観測システム（防護用）の電源系は、それぞれに独立した系統に

より多重化した設計とする。また、電源系は、安全系の電源より電源供

給することで外部電源喪失時にも潮位観測及び当直課長間の連携を可能
とすることから、単一故障に対して津波防護機能を喪失しない設計とす
る。 

潮位観測システム（防護用）のうち潮位計の概略構成図を第 4－2－1
図に、衛星電話（津波防護用）の概略構成図を第 4－2－2 図に示す。  

潮位観測システム（防護用）の概略電源系統図を第 4－2－3 図に示す。  
潮位観測システム（防護用）のうち監視モニタの機能を第 4－2－1 表  

に示す。  
 
 
 
 
 
 
 

-182-



 

 

 

 

第 4－2－1 図 潮位計の概略構成図 
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衛星電話
（固定）

衛星電話
（津波防護用）

１号及び２号炉
中央制御室

３号及び４号炉
中央制御室

※︓⾮常用電源は互いに独⽴した電源より給電する。
※︓ １号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室に

設置する衛星電話（津波防護用）は、互いの中央制御室に設置す
る３台いずれの衛星電話（津波防護用）に対しても通話が可能な設
計とする。

⾮常用
電源※

1号炉 2号炉

監視モニタ

潮位検出器

１号炉
海水ポンプ室

2号炉
海水ポンプ室

1号炉 2号炉

１ 2

【1号及び2号炉給電元凡例】
１1号炉⾮常用電源
２2号炉⾮常用電源

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

3号炉 4号炉

監視モニタ

潮位検出器

3,4号炉
海水ポンプ室

3,4号炉
海水ポンプ室

3号炉 4号炉

3 4

【3号及び4号炉給電元凡例】
3 3号炉⾮常用電源
4 4号炉⾮常用電源

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

第 4－2－2図 衛星電話（津波防護用）の概略構成図 

 

第 4－2－3図  潮位観測システム（防護用）の概略電源系統図 

1号及び2号機
中央制御室

3号及び4号機
中央制御室

1号及び2号機
建屋

3号及び4号機
建屋

衛星電話
（津波防護用）

衛星電話
収容架

衛星電話
収容架

衛星電話
収容架

衛星電話
収容架

衛星電話
収容架

衛星電話
収容架

衛星電話
（津波防護用）

衛星電話
（津波防護用）
（衛星電話（固定）

と兼用）

衛星電話
（津波防護用）

衛星電話
（津波防護用）

衛星電話
（津波防護用）
（衛星電話（固定）

と兼用）
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機 能 機能及び無線経路の概要 

演算処理 潮位検出器からの信号を演算し、観測潮位のデジタル値及びトレン
ドグラフのデータ信号を監視モニタへ送信する。また、10分以内に
0.5m 以上下降、又は上昇したことを検知し、警報信号を監視モニタ

へ送信する。 

画面表示 演算装置より映像信号を受信しデジタル値及びトレンドグラフを画

面表示する。演算装置から有線を分岐し、一方は送受信ユニット※を
用いた無線を介して、他号炉の中央制御室に設置する監視モニタに
データ送信され、同様に画面表示する。 

警報発信 演算装置より警報信号を受信し警報音の発報及び警報を画面表示す
る。無線経路は上記と同様。 

※：送受信ユニットを用いた信号伝送にかかる技術設計については、電波法及び無線設備規則に準じた設  

  計としており、それぞれの送受信ユニット間におけるデータ伝送が互いに電波干渉しないよう、それ  

  ぞれの送受信ユニットが使用する周波数帯を互いに異なる設計とする。具体的には、無線設備規則第  

  四十九条の二十第四号ハに、無線チャンネルは、最小の単位無線チャンネルを 20MHz の整数倍とし  

  て、複数のチャンネルで構成することを規定しており、20MHz 毎にチャンネルを設定可能である。今 

  回設置する送受信ユニットは、電波干渉を防止するため、最小の単位無線チャンネルの 3倍にあたる 

60MHz 間隔おきに、それぞれの送受信ユニットが使用する周波数帯を設定する。 

 
第 4－2－1 表 監視モニタの機能  
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 5.1 潮位観測システム（防護用）の設計に関する補足資料 

5.1.1 潮位観測システム（防護用）の概要 

(1) 既許可における潮位計の位置づけ 

 本資料は、潮位観測システム（防護用）の設計について説明するものである。 

既認可における津波監視設備としての潮位計（１号機及び２号機共用設備）は、

上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよう、T.P.約-9.9m～T.P.約+6.6m を測

定範囲とし、１号及び２号機中央制御室にて監視可能な設計としている。潮位計

（３号機及び４号機共用設備）は、T.P.約-4.0m～T.P.約+4.0m を測定範囲とし、

３号及び４号機中央制御室にて監視可能な設計としている。既認可の潮位計の設

備構成を第 5－1－1図に示す。 

  

         

第 5－1－1図 既許可の潮位計の設備構成 

 

(2) 今回の対応を踏まえた設備の位置づけ 

今回の対応では、構内の潮位観測系統である潮位計及び構内の通信連絡設備の

うち中央制御室に設置している衛星電話（固定）の一部を活用し、取水路防潮ゲ

ートの閉止判断に活用する潮位計及び衛星電話（津波防護用）を「潮位観測シス

テム（防護用）」と設定している。潮位観測システム（防護用）は、取水路防潮ゲ

ートの閉止を判断することから、津波防護機能を直接的に有する津波防護施設と

位置付ける。 

 

(3) 潮位観測システム（防護用）のうち潮位計の仕様 

  潮位計は、潮位検出器、電源箱、演算装置、監視モニタ及び有線電路（電源系
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含む）で構成しており、この構成を第 5－1－2 図に示す。なお、電源箱及び演算装

置は、監視モニタの盤内機器であり、監視モニタの機能を実現する構成部品である。  

潮位計は、取水路防潮ゲートを閉止するために、津波の襲来を海水ポンプ室にお

いて確認し、かつ、潮位の有意な変動を 1 号及び 2 号機中央制御室並びに３号及び

４号機中央制御室において把握するために用いる。 

潮位計は、取水路防潮ゲートと同等の設計にすることから多重化（2 台目）し、ま

たこれに加えて信頼性向上を図る（試験可能性や単一故障を考慮する）設計（3台目）

とし、単一故障を想定しても動作を保証する設備数（3 チャンネル）を所要チャンネ

ルとする。ただし、実運用を考慮し、運用性の更なる向上のため、予備の潮位計を 1

台追加することから、2 号炉にも 1 台追加し、4 台構成とする。潮位計の仕様を第 5

－1－1 表に示す。 

なお、４台の潮位計のうち、１号機海水ポンプ室及び２号機海水ポンプ室に設置

している潮位計は、１号及び２号機中央制御室の監視モニタに表示され、３、４号

機海水ポンプ室に設置している潮位計は、３号及び４号機中央制御室の監視モニタ

に表示される。このため、１号及び２号機当直課長と３号及び４号機当直課長は、

衛星電話（津波防護用）を用いて連携し、他方の中央制御室の当直課長へ警報発信

したことを報告する。 

また、いずれの潮位計でも施設影響が生じるケースを漏れなく確認でき、2チャン

ネルによる検知がどのような組み合わせでも、取水路防潮ゲート閉止判断に差異を

生じないものとすることを確認している。よって、閉止判断に用いる潮位計は 4 台

中 3 台の機能が健全であれば良く、予備は固定しない。 

 

(4) 津波監視設備のうち潮位計の仕様 

既許可の潮位計は、津波高さ計測を目的とした「津波監視設備」としての機能

に変更はない。ただし、２号機海水ポンプ室に設置する潮位計の追加並びに３号

機及び４号機潮位モニタを分離する設計とする。この設備構成を第 5－1－2 図に

示す。 

 

(5) 潮位観測システム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）の仕様 

取水路防潮ゲートの閉止判断の際に、１号及び２号機当直課長と３号及び４号

機当直課長の連携により使用する通信連絡設備には、衛星電話（津波防護用）を

用いる。この構成を第 5－1－2 図に、仕様を第 5－1－2 表に示す。 

衛星電話（津波防護用）は、ＭＳ－１設備である取水路防潮ゲートと同等の設

計にすることから多重化（２台目）し、またこれに加えて信頼性向上を図る（試

験可能性を考慮する）設計（３台目）とし、単一故障を想定しても動作を保証す

る設備数（２台）を所要チャンネルとする。衛星電話（津波防護用）は、１号及
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び２号機中央制御室に３台、３号及び４号機中央制御室に３台設置する。 

 

第 5－1－2図 潮位観測システム（防護用）の構成図 

 

第 5－1－1表 潮位計の仕様 

名称 
主要 

構成品 

個

数 
設置場所 種類 測定範囲 

１号機 

潮位計 

潮位 

検出器 
１ １号機海水ポンプ室 非接触式検出器 

E.L.-9.9m  

～ E.L.+6.6m 

監視 

モニタ 
１ １，２号機中央制御室 監視モニタ － 

２号機 

潮位計 

潮位 

検出器 
１ ２号機海水ポンプ室 非接触式検出器 

E.L.-9.9m  

～ E.L.+6.6m 

監視 

モニタ 
１ １，２機炉中央制御室 監視モニタ － 

３号機 

潮位計 

潮位 

検出器 
１ ３，４機炉海水ポンプ室 非接触式検出器 

E.L.-4.0m  

～ E.L.+4.0m 

監視 

モニタ 
１ ３，４機炉中央制御室 監視モニタ － 

４号機 

潮位計 

潮位 

検出器 
１ ３，４機炉海水ポンプ室 非接触式検出器 

E.L.-4.0m  

～ E.L.+4.0m 

監視 

モニタ 
１ ３，４機炉中央制御室 監視モニタ － 
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第 5－1－2表 衛星電話（津波防護用）の仕様 

名称 設置場所 通信回線 台数 

衛星電話 

（津波防護用） 

１号および２号機中央制御室 衛星系回線 3 台※ 

３号および４号機中央制御室 衛星系回線 3 台※ 

※：3台のうち 1 台は衛星電話（固定）と兼用 
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5.1.2 潮位観測システム（防護用）の設計方針 

敷地への遡上及び水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある津波が

襲来した場合に、その影響を防止する重要安全施設である取水路防潮ゲートを閉

止するために、潮位観測システム（防護用）を設置する。潮位観測システム（防

護用）は、潮位検出器、監視モニタ（データ演算機能及び警報発信機能を有し、

電源設備及びデータ伝送設備を含む。）及び有線電路で構成される潮位計、衛星電

話（津波防護用）（アンテナ及び有線電路を含む。）により構成され、取水路防潮

ゲートの閉止判断基準を確認するために用いる、津波防護施設かつ重要安全施設

（取水路防潮ゲート（ＭＳ－１）と同等）である。 

潮位観測システム（防護用）は、基準地震動に対して、機能を喪失しない設計

とする。また、各号炉の海水ポンプ室前面の入力津波高さ（１号機：T.P.＋2.6m、

２号機：T.P.＋2.6m、３号及び４号機：T.P.＋2.9m）に対して波力及び漂流物の

影響を受けない位置に設置し、津波防護機能が十分に保持できる設計とする。設

計に当たっては、自然条件（積雪、風荷重等）との組合せを適切に考慮する。 

潮位観測システム（防護用）のうち、潮位計は、１号及び２号機中央制御室並

びに３号及び４号機中央制御室において、「観測潮位が 10 分以内に 0.5m 以上下降、

又は上昇した時点」で警報発信し、その後、「観測潮位が最低潮位から 10 分以内

に 0.5m 以上上昇、又は最高潮位から 10分以内に 0.5m 以上下降した時点」で警報

発信する設計とする。また、１号及び２号機当直課長と３号及び４号機当直課長

は、１号及び２号機中央制御室並びに３号及び４号機中央制御室において潮位観

測システム（防護用）のうち、衛星電話（津波防護用）を用いて連携することに

より、取水路防潮ゲートの閉止判断基準を確認できる設計とする。なお、潮位計

は 4 台設置し、このうち 1 台を予備とし、衛星電話（津波防護用）は１号及び２

号機中央制御室並びに３号及び４号機中央制御室に各々3 台設置し、このうち各々

1 台を予備とする。また、１号及び２号機中央制御室並びに３号及び４号炉機中央

制御室に設置する衛星電話（津波防護用）は、互いの中央制御室に設置する 3 台

いずれの衛星電話（津波防護用）に対しても通話が可能な設計とする。 

潮位潮観測システム（防護用）は、以下の方針で設計する。 

 

(1) 潮位観測システム（防護用）のうち潮位計は、単一故障した場合において、津

波防護機能を喪失しないよう１号、２号、３号及び４号機共用の４チャンネル

構成とし、多重性を確保する設計とする。衛星電話（津波防護用）は、津波防

護機能を喪失しないよう、１号、２号、３号及び４号機共用とし、１号及び２

号機中央制御室に３台、３号及び４号機中央制御室に３台設置し、多重性を確

保する設計とする。また、潮位観測システム（防護用）に必要な電源系もそれ

ぞれに独立した系統により多重化した設計とする。また、電源系は、安全系の
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電源より電源供給することで外部電源喪失時にも潮位観測及び当直課長間の連

携を可能とすることから、単一故障に対して津波防護機能を喪失しない設計と

する。 

潮位観測システム（防護用）のうち潮位計は、取水路防潮ゲートと同等の設

計にすることから多重化（2 台目）し、またこれに加えて信頼性向上を図る（試

験可能性や単一故障を考慮する）設計（3 台目）とし、単一故障を想定しても動

作を保証する設備数（3 チャンネル）を所要チャンネルとする。ただし、実運用

を考慮し、運用性の更なる向上のため、予備の潮位計を 1 台追加し、4台構成と

する。なお、いずれの潮位計でも施設影響が生じるケースを漏れなく確認でき、

2 チャンネルによる検知がどのような組み合わせでも、取水路防潮ゲート閉止判

断に差異は生じないことから、閉止判断に用いる潮位計は固定せず、2 台の観測

潮位がいずれも 10分以内に 0.5m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内

に 0.5m 以上上昇した時点、又は、2 台の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5m

以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降したことを確認

した時点で取水路防潮ゲートを閉止する。 

衛星電話（津波防護用）は、ＭＳ－１設備である取水路防潮ゲートと同等の

設計にすることから、１号及び２号機中央制御室並びに３号及び４号機中央制

御室のそれぞれにおいて、多重化（2 台目）し、またこれに加えて信頼性向上を

図る（試験可能性を考慮する）設計（3台目）とし、単一故障を想定しても動作

を保証する設備数（2 台）を所要チャンネルとする。 

 

(2) 潮位計は、チャンネル相互を分離し、それぞれのチャンネル間において独立性

を確保する設計とする。衛星電話（津波防護用）は、１号及び２号機中央制御

室に３台、３号及び４号機中央制御室に３台を、互いに分離して設置すること

で独立性を確保する設計とする。 

 

(3) 潮位観測システム（防護用）への給電には、難燃性ケーブルを使用し、電源系

を独立させ、内部火災等の影響を受けない設計とする。また、潮位観測システ

ム（防護用）の電源は、十分な厚さのコンクリート壁で防護し、竜巻、外部火

災等自然現象による影響を受けない設計とする。 

 

(4) 基準地震動 Ss に対して、潮位観測システム（防護用）の機能を喪失しない設

計とする。 

 

(5) 原子炉の運転中又は停止中に潮位観測システム（防護用）の試験又は検査が可

能な設計とする。 

-191-



  

(6) 潮位観測システム（防護用）のうち潮位計は、単一故障した場合において、津

波防護機能を喪失しないよう１号、２号、３号及び４号機共潮位観測システム

（防護用）と蒸気タービン、ポンプ等とは距離による離隔がなされていること

から飛来物による影響は及ぶことはない設計としている。蒸気タービン及び発

電機は、破損防止対策を行なうことにより、破損事故の発生確率を低くすると

ともに、タービンミサイルの発生を仮に想定しても安全機能を有する構築物、

系統及び機器への到達確率を低くすることによって、発電用原子炉施設の安全

性を損なうことのない設計とする。 

 

(7) 重要安全施設に該当する潮位観測システム（防護用）は、観測場所を１号機海

水ポンプ室、２号機海水ポンプ室及び３，４号機海水ポンプ室に分散し、複数

の場所で潮位観測を行うこと、並びに１号、２号、３号及び４号機で共用する

ことで取水路全体の潮位観測ができる設計とすることから、2以上の原子炉施設

の安全性が向上するため、取水路防潮ゲートと同様に全共用とする。 

なお、潮位検出器、監視モニタ等からなる潮位計の４つのチャンネルは独立

した系統とし、多重性を持たせることで、各々の潮位計の間で相互に接続しな

いものとし、基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計する。 

また、衛星電話（津波防護用）は、１号及び２号機中央制御室に３台、３号

及び４号機中央制御室に３台を、互いに分離して設置することで独立性を確保

し、基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計する。 

潮位観測システム（防護用）の設置位置を第 5－1－3 図に示す。 

 

 

第 5－1－3図 潮位観測システム（防護用）の構成図 
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5.1.3 潮位観測システム（防護用）のシステム構成及び津波襲来判断の成立性 

今回の対策においては、潮位観測システム（防護用）のうち、2台の潮位計の観測

潮位がいずれも10分以内に 0.5m以上下降し、その後、最低潮位から10分以内に0.5m

以上上昇すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分

以内に 0.5m 以上下降することを取水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）とす

ることから、10 分以内の潮位変動を確実に捉える必要があり、これについて説明す

る。 

潮位観測システム（防護用）のうち潮位計は第 5－1－4 図に示すシステム構成で

あり、潮位計のサンプリング周期は約 3秒である。潮位計の信号については演算装

置において計測時点（ｔ）からその 10分前（ｔ-10）の間における潮位を 3秒おき

に収集・演算し、その間の最大潮位と最小潮位の差（潮位変化量）が 0.5m に達した

時点で監視モニタに警報発信する（第 5－1－5図参照）。この仕組みにより、短時間

で潮位の上げ又は下げの変動を繰り返したとしても、10分以内に±0.5m の潮位変動

を確実に検知することが可能である。 

この警報が発信した時点で、１号及び２号機運転員並びに３号及び４号機運転員

が、監視モニタで集中監視する体制を構築するため、それ以降の監視モニタにおけ

る潮位の目視確認により、速やかに取水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）

を確認することが可能である。 

また、10 分以内の±0.5m の潮位変動後、最大潮位又は最小潮位に達した時点から

10 分以内に、潮位変化量が 0.5m に達した時点で、その潮位計の監視モニタに警報発

信する（第 5－1－6図参照）。 

なお、各潮位計の故障時の表示は「レンジの下限値以下に振り切り」となり、こ

の時点で警報発信するため、運転員は故障の有無についても確認が可能である。 
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第 5－1－4図 潮位計のシステム構成図及び計装誤差の考え方 

 

 

第 5－1－5図 潮位変化量の算出方法 

 

 

第 5－1－6図 警報発信の考え方 
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